
 

  
 

 
 
 

学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

 

学
長
が
決
定
を
行
う
に
当
た
り
教
授
会
が
意
見
を
述
べ
る
事
項
の
う
ち
、
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
な
事
項
で
、
学
長
が
教

授
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
な
事
項
で
、
教
授
会
の
意
見
を
聴
く
こ

と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
学
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

（
第
九
十
三
条
第
二
項
第
三
号
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


